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市川市立中山小学校PTAのしおり 

 

保存版 

子どもたちの健やかな成長と幸せのためには、 

家庭と学校の協力が欠かせません。 

PTA は、家庭と学校がお互いの役割を理解し合い、

子どもたちのために力を合わせて助け合い、学び合

い、活動する団体です。 

       

              
  

 

卒業まで大切に保管してください。  
 

 PTA 発行物 

会報「なかやま」 
学校行事や PTA 活動などをお

知らせします。 

PTA 通信「ふれあい」 
運営委員会の内容を中心に、

PTA 活動についてお知らせし

ます。 

 

・教育目標のほか新入学児童向けの説明

なども掲載されています。 

 

・うずらっこブログでは、学習や学校生活の

様子を知ることができます。 

 

・PTAブログでは、PTA活動についての報

告、お知らせなどが掲載されています。 

 

・「おはよう運動」、「PTAのしおり」の電子版

も掲載されています。 

 

 

 

 

中山小学校ホームページ 

https://ichikawa-/
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 中山小 PTA の活動内容 

 中山小 PTA にようこそ！  

    PTA 総会 ……………………………………………………………（５） 

運営委員会 …………………………………………………………（５） 

本部役員 ……………………………………………………………（５） 

 会則        ………………………………………………………………（１１） 

 規定        ………………………………………………………………（１４） 

 市川市立中山小学校 PTA 個人情報取扱方針  …………………………（１６） 

………………………………………………………………（２～４） 

目 次 

…………………………………………………………………（２） 

 中山小 PTA のしくみ 

  学級代表 ……………………………………………………（６） 

専門委員会 …………………………………………… （６～７） 

お手伝い活動 ………………………………………………………（８） 

クラス委員 

 地域との連携 
………………………………………………………………（１０） 

 各家庭による協力  



吊り下げ名札 …………………………………………………………（９） 

おはよう運動  …………………………………………………………（９） 
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中山小の PTA 

中山小 PTA にようこそ！ 

   PTA とは？  

【Ｐ
・

arent＝親】 と        

【Ｔ
・

eacher＝教師】の    

【Ａ
・

ssociation＝共通の

目的のための団体】  

の略です。 

 

 
 中山小学校の PTA は、中山小学校に通う子どもたちの保護者と

教職員が会員となり活動しています。 

   ❏ PTA は、子どもたちの学校･家庭･地域の中での生活（教育環境）が

より豊かなものとなるよう、保護者と教職員が交流し、信頼を深める場

です。そのために必要な委員会活動、会報の発行、資料の作成など

を行います。 

  ❏ 子どもたちの幸せで豊かな成長のため、何が必要かを話し合います。 

    会員一人ひとりの声と協力が支えです。 

 

今後の社会の状況によっては活動の時期・内容・方法などに

変更の可能性があることをご了承ください。 

中山小 PTA のしくみ 

 

PTA活動全般 

運営委員会 
（年６回程度） 

教職員、本部役員、学級代表、 
うずら実行委員（６年生）、 

専門委員会代表 

 

クラス委員会活動＊1 
学級代表、 

うずら実行委員（６年生）、 
専門委員会委員 

お手伝い活動 
運動会、うずらフェスティバル、 

校内整備、その他 

各家庭による協力 
ＰＴＡ会費の納入 

吊り下げ名札の着用 
おはよう運動への参加 

学校行事への参加 

地域との連携 
地域ボランティア 
学校運営協議会 

（コミュニティスクール） 

ＰＴＡ総会 
（通常総会年 1 回） 

ＰＴＡ会員 
（保護者・教職員） 
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PTA 会費 

子どもたちの教育環境をより豊かなものとすることを目的とし、活用しています。 

会費：甲児童＊2 のみ１ヶ月 250 円（250 円×12 ヶ月分を年１回まとめて集金しています。） 

主な使い途：全体の運営や活動、子どもの教育活動（大会参加、文化活動、特別授業、うず

らフェスティバルなど）の支援、会員の研修（講演会など）、行事式典で使用する物品、防犯

安全や感染防止に役立つ物品、防災備蓄品の補助、PTA 団体総合保障制度＊3、慶弔費

など。 

前年度の決算とその年度の予算は、総会にて報告と承認を得て、管理運用されます。 

 

＊2 甲児童とは？ 

中山小学校に在籍している児童のうち、各家庭における一番上の児童のことです。 

＊3 PTA団体総合保障制度とは？ 

PTA活動中の事故に対して保護者や子どもが保障される制度（保険）のことです。 

次のような場合は、担任の先生を通して、PTA本部までお知らせください。 

・PTA活動中に会員がケガをした時 

・PTA活動中の事故で他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったりした時 

・PTA活動のために借りた備品を壊してしまった時 

活動方針 

 

PTA の加入について 

 

中山小 PTA では、「心豊かで たくましく かしこい」 子供たちの成長を後押しするため

の有意義な活動を目指しています。 

活動内容はその時々のニーズによって変わりますが、皆で話し合い・協力し合って、やっ

てよかった・楽しかったと思えるような活動を目指しています。子どもたちの安全・快適な学

校生活を支えるため、無理のない範囲で少しずつの協力をお願いします。 

中山小 PTA は任意加入の団体です。別途、配布の「PTA クラス委員カード/お手伝い 

カード」への署名をもって PTA 加入の意思確認とします。 

退会については、退会届を中山小ホームページよりダウンロードし、記入のうえ、担任へ

提出してください。（転出、卒業時は自動退会となりますので、退会届の提出は不要です。） 

ダウンロードできない場合は本部へお問い合わせください。 
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中山小 PTA の活動内容 

 中山小では、クラス委員を児童一人につき６年間で２回程度、引き受けていただくよう 

お願いしています。 

※本部役員（２年任期）を引き受けた人は、子どもの人数に限らずその後は引き受け不要

です。 

 

個人情報の取扱いについて 

 「市川市立中山小学校 PTA 個人情報取扱方針」に基づいて、PTA 会員の情報収集

及び管理に努めます。 

 

(抜粋) 

第 4 条(情報の収集・利用) 

 １ 本会は、本会会則に基づく目的を達成するため、会員から適切な方法により個人情

報を取得し、 次の目的のために利用する。 

  ① 会費集金・管理 

② 本会本部役員・各委員の選出 

③ 本会本部役員・各委員の名簿作成 

④ 関係文書の送付 

  ⑤ 「おはよう運動」の当番表作成 

⑥ 個人情報取得の際に特記した事項 

⑦ その他、本部役員会が本会の目的を達成するに必要と判断した事項 

 

 

運営組織図 ＰＴＡ総会
１）

 

運営委員会
２）

 

教 職 員 本部役員
３）

 各専門委員
５） 

代表 

全学年 
全クラス 

安全委員会 
広報委員会 
文化厚生委員会 
選考委員会 

学級代表４） 

うずら実行委員 
      （６年生） 
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 総会で承認された事業計画を執行していくため、年６回程度開催されます。校長先生・

教頭先生・本部役員(会計監査を除く)・学級代表・各専門委員会の代表委員が集まり、活

動報告・情報交換をし、様々な PTA 活動についての話し合いをします。 

運営委員会開催日以降に、報告内容を掲載した「ふれあい」を発行していますのでご覧

ください。 

 本部役員は、会長・副会長・書記・会計・会計監査で構成され、PTA 活動がスムーズに行

えるよう各委員会と協力し、様々な活動の提案・企画・運営をします。 

❏ 学校との連絡・調整や行事のお手伝い 

❏ 四中ブロック・他校との交流及び協力 

❏ 運営委員会の準備（資料作成等）及び進行 

❏ PTA 通信「ふれあい」の発行 

❏「PTA クラス委員カード/お手伝いカード」、本部発行資料並びに PTA 備品の管理 

❏ PTA 会費の管理 

❏「うずらフェスティバル」企画・運営 

❏「スイートポテト」による活動（お父さん中心の保護者で運営され、年に数回、親子で楽しめる 

イベントを企画・開催）のサポート 
❏  

２)運営委員会 （年６回程度を開催予定、木曜日午前中１時間程度） 

学校より 
校長（ＰＴＡ名誉会長） 
教頭（ＰＴＡ副会長） 

各クラスより 
学級代表 1～2 名 

うずら実行委員（6 年生）代表 1～2 名 

運営委員会 

（年６回程度） 
それぞれの代表が集ま
り、情報交換・話し合い

をする会です 

各専門委員会より 
代表 1～2 名 

本部より 
会長、副会長、 

会計、書記 

３)本部役員 

 中山小 PTA の全会員で構成され、通常総会は年１回、年度始めに開催されます。 

通常総会では、前年度の事業実績と決算の報告、新年度の役員・事業計画及び予算な

ど PTA 活動の基本的な内容について協議・承認を行います。 

※感染症の流行など、状況により体育館での総会は行わず、メールで承認を行う場合もあり

ます。 

 

 

１)ＰＴＡ総会 
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❏ 各学年、学級代表の中から学年代表１～２名を互選 

❏ 積立金を学年主任の先生とともに管理（４・５・６年生） 

❏ 運営委員会への出席（各クラス１～２名 年６回程度） 

❏ うずらフェスティバル学年出店の企画・運営 

※うずら実行委員（６年生のみ 各クラス２名） 

❏うずらフェスティバル６年生の出店の企画・運営 

❏うち代表１～２名が運営委員会に出席（年５回程度） 

 

４)学級代表 （各クラス２名）※ 

「防犯パトロール」プレート 

犯罪を未然に防ぐため、自転車で外出の際、自転車にプレートを付けていただける方を

安全委員会より募集します。 

「かけこみ 110 番」プレート 
いざという時に子どもたちが逃げ込めるように、市川市統一の｢かけこみ 110 番｣プレート

を掲げていただけるお宅を安全委員会より募集します。 

 

 

 

 
 

安全委員 

   児童の交通安全・防犯などに関する、校内外の環境整備に取り組みます。 

❏ 定例会を年数回開催し、活動内容についての報告や意見交換 

❏ 下校時の学区内パトロール（グループに分かれ、それぞれパトロール） 

❏「おはよう運動」当番表（学年毎）の作成 

❏「おはよう運動サポート」取りまとめ及び連絡 

❏「防犯パトロール」プレート（自転車用）希望者の取りまとめ・プレートの作成・配布 

❏「かけこみ 110 番」プレートの管理（協力者の募集・プレートの配布・交換など） 

❏ 安全に関する講演会・協議会への出席（数名） 

❏ 運動会・うずらフェスティバル時の校内巡回 

◎委員の中から代表２名を選出し、そのうち１～２名が運営委員会に出席 

５)専門委員会 

クラス委員には、学級代表と４つの専門委員があり、１年を通して活動します。 

委員選出は、提出された「クラス委員カード」をもとに自薦、他薦、話し合いにより、前年度

までの実績を考慮して行います。 

 

 

 

     

クラス委員 
クラス委員の人数については、「PTA クラス委員カード」と一緒に

配付される「PTA クラス委員の活動概要」をご参照ください。 
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広報委員 

    

 ＊2 家庭教育学級とは？ 

新たな時代を担う子どもたちの健やかな成長を願い、家庭における教育力を高めること、親同士が交

流を深め、心豊かに学び合うことを目的とした保護者のための学びの場です。 

   （市川市教育委員会「家庭教育学級運営のしおり」抜粋） 

 

 

文化厚生委員 

会員相互の親睦のため、文化活動の企画、運営や援助協力などを行います。 

❏ 家庭教育学級＊2 の企画・運営（テーマを決めて、年数回開催：給食試食会、子育てや生活に

役立つ講習会など） 

   ❏ ベルマークの収集・集計・発送・管理（集まった額に応じて話し合い、必要なものを購入） 

❏ 学校主催の給食運営協議会への参加 

❏ 文化厚生に関する講演会への出席（数名） 

❏ 給食割ぽう着などの修繕（年度末） 

❏ 図書室の図書の修繕 

◎委員の中から代表２名を選出し、そのうち１～２名が運営委員会に出席 
 

      推薦書に基づいて次年度の PTA 本部役員の候補者を選出します。 

❏ 会員への推薦依頼と被推薦者への連絡 

❏ 選考委員会を年数回開催し、候補者を選出 

❏ 運動会・うずらフェスティバルなど学校行事などの手伝い 

◎委員の中から代表２名を選出し、そのうち１～２名が運営委員会に出席 

 

 

 

              。 

 

５)専門委員会 
 「会報なかやま」の発行。学校行事や PTA 活動などを広く知っていただくための紙

面作りを行っています。 

発行回数・掲載内容については、その年度の委員が話し合って決めます。 

❏ 各号に分かれての活動（印刷会社との連絡、取材、記事・紙面作成・校正など） 

❏ 広報に関する講演会・講習会への出席（数名） 

◎委員の中から代表２名を選出し、そのうち１～２名が運営委員会に出席 

 

 

 

 

選考委員 
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「PTA クラス委員カード」 

☆「PTAクラス委員カード」は、年度始めの委員選出がスムーズに行えるよう 
事前に配付し、引き受けることが可能な委員欄に○印を付けて担任の先生 

に提出していただくものです。 

年度が変わるたびその都度ご記入をお願いします。 

ＰＴＡクラス委員カードは、児童一人につき 1 枚配布されます。 

☆記入の仕方は、カードと一緒に配付される「記入方法」をご覧ください。 

 

☆委員をされた年度の欄に「実績印」      がつきます。 

年度末にカードがお手元に戻りましたら、ご確認ください。 

 

「お手伝いカード」 

☆お手伝いをされた方には、該当欄に Thank you 印を押印します。 

☆お手伝い内容により時期が異なります。 

お手伝いを依頼する際は、その都度手紙で募集します。 

 

 

「PTAクラス委員カード」「お手伝いカード」は卒業まで使用します。 

 

運動会 

当日の各門受付・自転車整理など 

お子さまの競技の参観が優先されます。 

うずらフェスティバル 

【本部からの募集】 

事前準備・当日の受付・会場準備・片付けなど 

【学級代表からの募集】 

各学年の事前準備・当日の出店・片付けなど

 

 

 
※感染症の流行など、状況により開催内容が変更になる場合もあります。 

 

 

 

 

  

会員一人ひとりができる範囲で PTA 活動に関われるように、中山小では必要に応じて

「お手伝い」を募集します。「お手伝い」には、１日限りの活動で土日に行われるものもあり

ます。できる範囲でご協力をお願いします。 

 

 ◎ 参加してくださった方には、「お手伝いカード」の該当欄に      印がつきます。 

校内整備 

草刈り・台ふきん作成・ 

側溝掃除・校内美化など 

その他 

学校行事の事前準備 

各専門委員会が募集する作業など 

 

 

 

お手伝い活動 
 

※感染症の流行など、状況により開催内容が変更になる場合もあります。 
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「おはよう運動」は事故などを未然に防ぐだけでなく、挨拶を通して多くの子どもたちの成長していく

姿に接することができるとても貴重な活動です。元気に登校する子どもたちを見守りながら、声かけを

お願いします。 

※詳しくは、文部科学省ホームページをご参照ください。 

検索ワード⇒『やってみよう！登下校見守り活動ハンドブック』 

   

学校への不審者の侵入を防止するため、来校の際には必ず吊り下げ名札の着用をお願い

します。 

❏ 忘れた場合や名札のない方が一緒に来校される場合は、事務室に申し出て、｢来校者用名札｣を

着用してください。 

❏ 紛失した場合は、実費 50 円にて再発行します。 

❏ 名札はお子さんの卒業時に回収しますが、在校生がいる場合は、引き続きご使用ください。 

 

各家庭による協力 
 

吊り下げ名札 
 

おはよう運動 
 

子どもたちが自立し安全に登校できるよう、保護者が交代で、登校時に各校門(正門・ 

北方門・中山門)及び晴光堂前の４ヶ所に立って見守り活動をしています。 

❏ 原則月曜から金曜の登校日 午前７時 45 分から８時 10 分に行いますが、土曜も登校日にな

った場合は活動します。活動回数は年に３～４回程度です。 

❏ 日程表は安全委員会より配られます。活動時は吊り下げ名札を着用し、名札裏面の「パトロー

ル中」カードが見えるようにしてください。 

❏ 病気などやむを得ない状況が生じた場合には、「おはよう運動サポート」の制度もあります。詳

細は、安全委員会発行の「おはよう運動」冊子または学校ホームページをご覧ください。 

 

※「おはよう運動」保存版を必ずご参照ください。 
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PTA 活動についての質問・

提案・意見などがありましたら、

職員室前の｢ふれあいポスト｣

に投書してください。 

返答の都合上、投書される方

のお名前に加え、お子さまの

お名前とクラスもお書き添えく

ださい。 

 

                

（１）地域ボランティア 

子どもたちの安全や健やかな成長のために、地域の方や学校を利用する方たちが協力してくだ

さっています。見かけた時は、ごあいさつをお願いします。 
◆おはようボランティア   ･･･ 毎朝子どもたちの登校を各所で見守る活動 

◆下校時パトロール   ・・・･･･緑のベストを着用し下校時の通学路を巡回する活動 

◆おそうじボランティア   ･･･ 月２回校内清掃を子どもたちと共に行う活動 

◆ワンワンボランティア  ･･･ 犬の散歩を兼ねて、朝・夕の通学路を見守る活動 

◆その他 ・・・・・・・・・・・･･･ 自治会、子ども会、施設開放団体などを通じて、子どもたちに様々 

な経験の場を与える活動。花壇のお手入れなど 

（２）学校運営協議会（コミュニティスクール） 

保護者・学校・地域住民が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにあ

る学校」に転換するための仕組みです。子どもたちの豊かな成長を支えるため保護者や地域の意

見を学校運営に反映し、特色ある学校づくりを進めるための協議・話し合いを行っています。 
 

地域との連携 


